
論
説

日
本
の
A
D
R
（
和
解
・
調
停
）
の
ア
ジ
ア
へ
の
発
信

ー
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
和
解
・
調
停
制
度
強
化
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
に
つ
い
て

草野

一
　
は
じ
め
に

草
　
野
　
芳
　
郎

　
今
、
世
界
で
は
、
＞
U
園
（
≧
け
Φ
葺
曽
試
く
①
∪
δ
b
暮
①
即
①
の
o
ξ
二
8
、
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
）
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
日
本
で
も

A
D
R
基
本
法
が
制
定
さ
れ
、
多
数
の
機
関
が
認
証
を
受
け
て
い
る
。
A
D
R
に
は
多
種
多
様
の
も
の
が
あ
る
が
、
司
法
型
、
行
政
型
、

民
間
型
に
分
類
し
て
み
る
と
、
日
本
で
は
、
司
法
型
の
裁
判
所
内
A
D
R
（
和
解
、
調
停
）
が
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
る
と
い
う
現
実
が

あ
る
。
世
界
で
は
北
米
型
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
成
功
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
民
間
の
A
D
R
で
は
、
メ
デ
ィ
エ

ー
シ
ョ
ン
の
技
法
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
日
本
の
和
解
、
調
停
と
比
較
し
た
場
合
の
大
き
な
特
徴
は
、
①
判
決
を
す
る
裁
判

官
と
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
と
の
分
離
、
②
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
の
資
格
要
件
、
③
同
席
で
手
続
を
行
う
こ
と
が
原
則
、
④
裁
判
と
メ
デ
ィ
エ

ー
シ
ョ
ン
の
手
続
の
切
断
な
ど
に
あ
る
。

日本のADR（和解・調停）のアジアへの発信117



　
日
本
の
裁
判
所
内
の
和
解
と
調
停
と
は
、
右
の
点
に
つ
い
て
ま
さ
に
逆
の
や
り
方
を
し
て
い
る
。
日
本
の
和
解
は
民
事
訴
訟
法
が
一

八
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
約
一
二
〇
年
の
歴
史
が
あ
り
、
調
停
も
約
九
〇
年
の
歴
史
が
あ
り
、
裁
判
官
や
調
停
委
員
の
努
力
と
工

夫
に
よ
り
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
長
く
行
わ
れ
て
来
た
も
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
長
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
国

の
長
所
を
学
び
、
普
段
に
努
力
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
自
分
の
長
所
を
否
定
し
て
、
猿
ま
ね
的
に
他
国
の
制
度
を
取
り

入
れ
よ
う
と
し
て
も
成
功
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
国
の
長
所
に
他
国
の
長
所
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
制
度

と
し
て
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
裁
判
所
が
日
本
の
法
制
度
を
研
究
し
、
そ
の
過
程
で
、
日
本
の
裁
判
所
の
和
解
、
調
停
の
成
功
を
知
り
、
こ
れ
を

大
変
に
評
価
し
、
ぜ
ひ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
取
り
入
れ
た
い
と
の
希
望
が
日
本
政
府
に
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
独
立
行
政
法
人
日
本

国
際
協
力
機
構
が
二
〇
〇
七
年
三
月
か
ら
二
年
間
の
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
和
解
・
調
停
制
度
強
化
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
企
画
し
、
具

体
的
に
は
、
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
国
際
協
力
部
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。

　
私
は
、
短
期
専
門
家
と
し
て
、
本
件
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
与
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
後
も
研
究
者
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
訪
問

し
、
そ
の
後
の
状
況
を
注
意
深
く
見
守
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
本
件
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
日
本
の
和
解
、
調
停
が

海
外
へ
向
け
て
発
信
し
て
行
く
価
値
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
意
見
、
感
想
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
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ニ
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
整
備
支
援
の
経
緯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ー
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
司
法
改
革
は
】
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
た
が
、
具
体
的
に
顕
著
と
な
っ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
年
に
世
界
銀
行
が
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
司
法
改
革
」
と
題
す
る
報
告
書
を
出
し
て
か
ら
で
あ
る
。

一
九
九
七



報
告
書
が
指
摘
す
る
問
題
点
を
要
約
す
る
と
、
次
の
三
点
に
な
る
。

（
1
）
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
法
は
、
基
本
的
に
一
九
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
法
に
依
存
し
て
お
り
、
経
済
発
展
、
経
済
活
動
の
国
際
化
、
新
型

　
　
取
引
な
ど
に
対
応
で
き
ず
、
こ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
法
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

（
2
）
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
高
裁
の
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
五
年
の
平
均
未
済
事
件
数
は
約
一
万
三
〇
〇
〇
件
に
の
ぼ
り
、
紛
争
を

　
　
迅
速
か
つ
適
正
に
解
決
す
る
司
法
制
度
が
存
在
す
る
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
特
に
、
破
産
事
件
、
知
的
財
産
権
、
そ
の

　
　
他
経
済
事
件
に
関
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
司
法
制
度
が
不
十
分
で
あ
り
、
商
事
特
別
法
廷
の
設
置
や
A
D
R
の
充
実
が
必
要
で

　
　
あ
る
。

（
3
）
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
司
法
は
政
治
や
行
政
の
影
響
を
受
け
た
り
、
法
律
家
な
ど
の
司
法
関
係
者
の
汚
職
が
蔓
延
し
て
い
る
な
ど
、

　
　
そ
も
そ
も
法
の
支
配
、
司
法
権
の
独
立
と
い
う
基
本
的
事
項
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
、
判
決
や
判
例
集
の
入
手
が

　
　
困
難
で
あ
り
透
明
性
に
問
題
が
あ
る
た
め
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
は
極
め
て
低
い
。

2
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
に
よ
り
経
済
に
深
刻
な
打
撃
を
受
け
、
政
治
が
混
乱
し
た
が
、
そ
の
こ
と

　
に
よ
り
政
治
、
経
済
全
般
に
改
革
の
必
要
性
が
強
く
自
覚
さ
れ
、
司
法
に
お
い
て
も
司
法
改
革
の
必
要
性
が
強
く
叫
ば
れ
る
よ
う
に

　
な
っ
た
。

　
　
一
九
九
九
年
に
国
策
大
綱
（
一
九
九
九
～
二
〇
〇
四
年
）
が
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
司
法
改
革
関
連
で
は
、
①
法
の
支
配
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
確
立
、
②
法
制
度
の
整
備
、
③
司
法
制
度
及
び
そ
の
機
能
の
強
化
、
④
基
本
的
人
権
の
尊
重
が
重
点
課
題
と
さ
れ
た
。

3
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
二
〇
〇
一
年
正
式
に
、
日
本
に
司
法
改
革
に
つ
い
て
の
法
整
備
支
援
を
要
請
し
、
日
本
側
は
こ
れ
を
受
諾
し
　
”



た
。
国
際
協
力
機
構
（
以
下
「
J
I
C
A
」
と
い
う
。
）
と
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
国
際
協
力
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

が
協
力
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
対
す
る
法
整
備
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
　
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で
の
法
整
備
支
援
の
状
況

（
以
下
「
I
C
D
」
と
い
う
。
）
　
㎜

1
　
1
C
D
の
取
り
組
み

　
（
1
）
　
I
C
D
は
、
J
I
C
A
と
協
力
し
て
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で
五
回
に
わ
た
っ
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
法
律
関
係
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
日
本
に
招
き
、
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
司
法
制
度
比
較
研
究
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
て
き
た
。
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
は
、
三
年
計
画
で

「
公
正
か
つ
効
率
的
な
民
事
紛
争
解
決
制
度
の
運
営
に
関
す
る
比
較
研
究
」
を
基
本
テ
ー
マ
と
し
、
①
小
規
模
紛
争
に
関
す
る
簡
易
裁

判
手
続
、
②
上
訴
制
限
、
③
和
解
・
調
停
制
度
の
三
点
を
中
心
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
効
率
的
な
民
事
紛
争
解
決
手
続
の
実
現
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

向
け
た
政
策
提
言
集
の
取
り
ま
と
め
を
目
的
と
し
た
研
修
が
行
わ
れ
た
。

　
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
研
修
の
結
果
、
当
初
の
目
的
の
う
ち
、
①
簡
易
裁
判
手
続
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
、
簡
易
裁

判
所
等
の
新
た
な
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
②
上
訴
制
限
に
つ
い
て
は
民
事
訴
訟
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
い
ず
れ
も
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
度
は
主
と
し
て
、
和
解
・
調
停
制
度
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
政
策
提
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

集
を
ま
と
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
研
修
が
実
施
さ
れ
た
。

　
（
2
）
　
二
〇
〇
六
年
度
研
修
は
、
過
去
の
研
修
員
の
中
で
提
言
能
力
が
あ
る
者
や
裁
判
所
内
で
政
策
決
定
権
限
の
あ
る
高
官
（
最
高

裁
副
長
官
）
に
絞
っ
て
研
修
員
に
指
定
し
、
講
義
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
裁
判
所
の
調
停
・
和
解
の
実
務
を
傍
聴
し
た
り
、
模
擬
調
停

を
実
施
す
る
な
ど
し
た
上
で
政
策
提
言
集
を
作
成
し
た
。
政
策
提
言
集
の
中
で
特
徴
的
だ
っ
た
の
は
、
日
本
の
和
解
制
度
の
よ
う
に
、
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（
8
）

裁
判
官
が
い
つ
で
も
和
解
で
き
る
制
度
の
導
入
を
強
く
希
望
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
当
時
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
最
高
裁
規
則
二
〇
〇
三
年
二
号
（
以
下
「
旧
最
高
裁
規
則
」
と
い
う
。
）
が

施
行
さ
れ
て
い
た
。
旧
最
高
裁
規
則
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
支
援
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ

ラ
ド
州
で
行
わ
れ
て
い
る
コ
ロ
ラ
ド
方
式
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
や
り
方
の
影
響
を
強
く
受
け
た
英
米
型
の
メ
デ
ィ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
旧
最
高
裁
規
則
で
は
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
は
、
訴
訟
を
担
当
す
る
裁
判
官
と
は

別
で
あ
る
こ
と
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
秘
密
を
守
る
た
め
に
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
不
調
で
裁
判
に
戻
っ
た
と
き
は
メ
デ
ィ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
記
録
は
す
べ
て
破
棄
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
司
法
の
腐
敗
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
国
民
の
信
頼
回
復
の
た
め
に
も
、
司
法
へ
の
国
民
参
加

を
高
あ
、
司
法
の
透
明
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
調
停
委
員
や
専
門
委
員
な
ど
の
形
で
国
民
の
司
法
参
加
が

な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
着
目
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
（
3
）
　
政
策
提
言
は
以
下
の
五
点
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

①
旧
最
高
裁
規
則
に
基
づ
く
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
実
務
上
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
早
急
に
当
該

　
規
則
に
よ
る
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
制
度
の
見
直
し
と
改
正
の
た
め
の
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本

　
の
裁
判
上
の
和
解
の
よ
う
な
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
司
法
参
加
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

②
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
裁
判
外
紛
争
処
理
制
度
と
し
て
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
・
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
、
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る

　
訴
え
の
数
を
減
ら
す
た
め
の
方
法
と
し
て
、
適
切
か
つ
賢
明
な
選
択
肢
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
A
D
R
と
し
て
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ

　
ン
制
度
に
つ
い
て
、
任
官
前
の
研
修
か
ら
、
任
官
後
の
技
能
研
修
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
判
事
に
対
し
て
周
知
・
理
解
を

　
図
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
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③
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
文
化
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
紛
争
解
決
は
、
現
在
も
頻
繁
に
機
能
し
て
い
る
こ

　
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
こ
の
方
法
に
よ
る
解
決
は
、
裁
判
に
よ
る
解
決
に
比
べ
て
、
多
く
の
利
点
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
大
学
の
法
学
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。

④
今
後
、
具
体
的
に
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
規
定
の
基
礎
と
な
る
法
律
を
制
定
す
る
。
ま
た
、
そ
の
立
法
の
中
で
、
日
本

　
で
成
功
し
て
い
る
調
停
制
度
を
導
入
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
立
法
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
固
有
の
伝
統
的
な
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

　
原
理
や
特
徴
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
協
議
に
よ
る
全
会
一
致
（
ム
シ
ャ
ワ
ラ
　
ム
フ
ァ
カ
ッ
ト
）

　
の
伝
統
を
重
視
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
多
様
な
解
釈
を
許
し
た
り
、
そ
の
結
果

　
実
務
上
の
論
争
を
巻
き
起
こ
す
よ
う
な
規
定
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑤
裁
判
外
紛
争
処
理
の
た
め
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
i
設
立
を
望
む
国
民
の
要
望
を
汲
み
上
げ
る
努
力
を
続
け
る
べ
き
で
あ

　
る
。
ま
た
、
民
間
A
D
R
機
関
の
介
入
に
よ
っ
て
成
立
し
た
当
事
者
の
合
意
が
債
務
名
義
と
な
り
得
る
よ
う
な
制
度
改
正
が
必
要
で

　
あ
る
。
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2
　
J
l
C
A
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
事
務
所
企
画
調
査
員
の
取
り
組
み

　
法
整
備
支
援
は
、
I
C
D
が
日
本
に
お
い
て
行
わ
れ
る
研
修
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
J
I
C
A
事
務
所
に
勤
務
す
る
企
画

調
査
員
が
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
司
法
改
革
に
つ
い
て
何
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
有
効
で
、
何
が
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

本
側
で
援
助
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
調
査
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
開
始
に
も
役
に
立
っ

て
い
る
。



四
　
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
の
法
整
備
支
援
の
状
況

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
和
解
・
調
停
強
化
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
）

前
記
政
策
提
言
お
よ
び
事
前
評
価
を
も
と
に
、
二
〇
〇
七
年
三
月
か
ら
二
年
間
の

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
以
下
「
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
。
）
が
開
始
さ
れ
た
。

1

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要

e　e
活期
動間

●
構
成

●
目
標

「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
和
解
・
調
停
制
度
強
化
支
援
プ

二
〇
〇
七
年
三
月
～
二
〇
〇
九
年
三
月

①
旧
最
高
裁
規
則
の
改
正
支
援

②
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
i
養
成
制
度
の
改
善

③
新
規
則
に
基
づ
く
新
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
制
度
の
広
報
ツ
ー
ル
作
成
支
援

①
長
期
専
門
家
と
し
て
角
田
多
真
紀
弁
護
士
を
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
派
遣
、
短
期
専
門
家
が
年
一
、
二
回
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

　
　
に
出
張
し
て
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
に
従
事
す
る
。

②
日
本
国
内
で
現
地
派
遣
の
長
期
専
門
家
を
国
内
で
サ
ポ
ー
ト
し
た
り
、
具
体
的
助
言
を
す
る
。

③
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
裁
判
官
を
中
心
に
学
者
や
弁
護
士
、
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
養
成

　
　
機
関
の
メ
ン
バ
ー
が
長
期
専
門
家
と
と
も
に
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
に
従
事
す
る
。

①
最
高
裁
の
未
済
削
減
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②
　
司
法
腐
敗
防
止

③
司
法
へ
の
国
民
参
加
の
促
進
・
司
法
の
透
明
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

2
　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
行
わ
れ
た
概
要

　
最
初
の
一
年
は
新
最
高
裁
規
則
の
完
成
を
目
標
と
し
、
残
り
の
一
年
は
、
技
術
指
導
と
広
報
を
目
的
に
裁
判
官
・
書
記
官
研
修
の
実

施
を
柱
と
し
た
。

　
（
1
）
　
現
地
セ
ミ
ナ
ー
（
三
回
）

　
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
、
司
法
関
係
者
を
招
き
、
日
本
の
和
解
、
調
停
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
新
最
高
裁
規
則
作
成
の
方
向
に
つ
い
て
議

論
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
和
解
・
調
停
の
良
さ
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
に
有
益
だ
っ
た
。

　
（
2
）
　
本
邦
研
修
（
二
回
）

　
日
本
に
お
い
て
約
二
週
間
に
わ
た
っ
て
合
宿
し
て
研
修
す
る
も
の
で
、
そ
の
間
、
講
義
だ
け
で
な
く
、
裁
判
所
、
弁
護
士
会
等
の
実

務
の
見
学
、
模
擬
和
解
、
模
擬
調
停
を
体
験
す
る
も
の
で
、
研
修
の
目
的
と
連
帯
を
深
め
る
の
に
有
益
だ
っ
た
。

　
（
3
）
　
新
最
高
裁
規
則
の
完
成
・
施
行

　
現
地
の
角
田
専
門
家
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
最
高
裁
規
則
の
改
正
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
二
〇
〇
八
年
七

月
に
新
最
高
裁
規
則
を
成
立
さ
せ
、
九
月
に
は
施
行
さ
れ
た
。

　
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
議
論
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
の
議
論
を
尊
重
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
日
本
で
の
研
修
で
日
本
の
制
度
の

特
色
を
詳
し
く
説
明
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
に
日
本
と
の
差
異
や
日
本
式
の
長
所
を
理
解
し
て
も
ら
い
、
そ
の
後
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側

で
ど
こ
を
取
り
入
れ
る
の
か
の
議
論
を
す
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
。
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（
4
）
　
裁
判
官
・
書
記
官
研
修
の
実
施

　
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
以
外
の
人
に
新
最
高
裁
規
則
を
普
及
す
る
こ
と
と
技
術
の
向
上
が
課
題
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
新
最
高
裁

規
則
施
行
後
、
計
三
回
裁
判
官
と
書
記
官
の
研
修
を
実
施
し
た
。

　
（
5
）
　
新
最
高
裁
規
則
注
釈
書
の
作
成
と
模
擬
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
D
V
D
作
成

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
国
土
は
広
く
、
島
も
多
い
。
研
修
に
参
加
で
き
な
い
裁
判
官
や
書
記
官
の
数
は
多
い
。
そ
の
た
め
に
新
最
高
裁

規
則
の
円
滑
な
実
施
を
目
的
と
し
、
注
釈
書
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
新
最
高
裁
規
則
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
指
導
を
目
的
と
し
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
出
演
し
て
も
ら
っ
て
、
模
擬
D
V
D
を
作
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
研
修

に
参
加
で
き
な
か
っ
た
人
に
も
新
最
高
裁
規
則
を
理
解
し
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
の
習
得
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
し
た
。

五
　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
日
本
側
が
留
意
し
た
ポ
イ
ン
ト

1
　
日
本
側
の
心
が
け
た
点

　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
あ
た
っ
て
日
本
側
が
心
が
け
た
の
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
司
法
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国

民
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
と
な
る
法
整
備
支
援
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
本
側
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
の

双
方
が
、
①
日
本
の
和
解
・
調
停
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
制
度
上
の
相
違
、
運
用
上
の
相
違
を
理
解
し
、
②
日
本

の
和
解
・
調
停
が
成
功
し
て
い
る
原
因
を
分
析
し
、
③
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と

な
る
と
考
え
た
。
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2
　
日
本
の
和
解
・
調
停
に
つ
い
て
（
歴
史
と
法
令
上
の
根
拠
、
特
色
）

　
（
1
）
　
和
解
・
調
停
の
歴
史

①
日
本
の
近
代
化
（
明
治
維
新
）
は
一
八
六
八
年
で
あ
り
、
行
政
権
か
ら
独
立
し
た
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
一
八
七
五
年
で

　
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
は
、
近
代
的
な
法
も
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
に
従
っ
て
裁
判
す
る
人
材
も
い
な
か
っ
た
。
日
本
は
、
フ
ラ
ン

　
ス
や
ド
イ
ッ
の
法
律
家
を
雇
っ
て
法
整
備
に
携
わ
っ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
優
秀
な
人
材
を
留
学
さ
せ
た
り
、
法
学
部
を
備
え
た
大

　
学
を
設
立
し
法
学
士
の
養
成
に
勤
め
た
が
、
法
に
よ
る
裁
判
を
実
現
で
き
な
い
た
め
に
、
一
八
九
一
年
に
民
事
訴
訟
法
が
施
行
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

　
る
ま
で
は
、
主
と
し
て
勧
解
で
事
件
を
処
理
し
た
。

　
　
勧
解
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
8
琴
　
貯
訟
o
p
に
な
ら
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
明
治
以
前
の
日
本
の
伝
統
的
な
合
意
解

　
決
方
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
口
頭
で
も
受
理
さ
れ
、
法
律
に
よ
ら
な
い
で
当
事
者
の
合
意
で
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

②
一
八
九
〇
年
に
ド
イ
ッ
法
に
な
ら
っ
た
民
事
訴
訟
法
の
制
定
に
よ
り
、
法
律
に
よ
る
判
決
を
原
則
と
す
る
こ
と
と
し
、
勧
解
は
廃

　
止
さ
れ
、
新
た
に
近
代
的
な
裁
判
上
の
和
解
、
仲
裁
、
支
払
命
令
、
即
決
和
解
が
作
ら
れ
た
。
以
後
は
、
判
決
が
原
則
と
さ
れ
、
和

　
解
は
判
決
の
結
論
が
相
当
で
な
い
と
き
の
補
充
的
解
決
法
と
な
り
、
即
決
和
解
と
合
わ
せ
て
も
処
理
件
数
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
支

　
払
命
令
は
、
簡
単
に
債
務
名
義
を
取
る
方
法
と
し
て
大
い
に
利
用
さ
れ
た
が
、
仲
裁
は
ま
っ
た
く
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

③
民
事
訴
訟
法
施
行
後
や
民
法
施
行
後
、
日
本
の
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
っ
て
、
社
会
の
矛
盾
が
顕
在
化
し
、
借
地
借
家
、
小
作
、

　
商
事
、
金
銭
消
費
貸
借
関
係
、
親
族
関
係
の
紛
争
が
増
加
し
た
。
こ
れ
ら
の
紛
争
を
処
理
す
る
の
に
一
刀
両
断
の
判
決
で
は
妥
当
な

　
結
論
が
出
な
い
こ
と
と
、
訴
訟
を
好
ま
な
い
と
い
う
当
時
の
日
本
人
の
意
識
に
配
慮
し
て
新
た
に
調
停
が
誕
生
し
た
。
統
一
し
た
調

　
停
法
は
作
ら
れ
ず
、
各
紛
争
ご
と
の
個
別
の
立
法
と
な
っ
た
が
、
借
地
借
家
調
停
法
が
最
初
に
で
き
、
一
九
二
二
年
施
行
さ
れ
、
そ

　
の
後
小
作
調
停
、
商
事
調
停
や
人
事
調
停
に
つ
い
て
も
各
調
停
法
が
作
ら
れ
た
。
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④
第
二
次
大
戦
後
、
民
事
関
係
の
各
調
停
は
、
一
九
五
一
年
に
施
行
さ
れ
た
民
事
調
停
法
に
統
一
さ
れ
た
。
一
方
、
人
事
調
停
は
統

　
一
さ
れ
ず
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
基
本
と
し
て
家
庭
の
平
和
と
健
全
な
親
族
共
同
生
活
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
目

　
的
と
し
た
家
庭
裁
判
所
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
家
事
調
停
と
な
り
、
そ
れ
を
規
定
し
た
家
事
審
判
法
が
一
九
四
八
年
に
施
行

　
さ
れ
た
。

⑤
当
初
は
、
判
決
の
補
充
手
段
と
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
裁
判
上
の
和
解
は
第
二
次
大
戦
後
、
積
極
的
に
利
用
さ
れ
る

　
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
、
完
全
に
定
着
し
た
。

　
　
民
事
訴
訟
法
が
一
九
九
八
年
に
改
正
施
行
さ
れ
た
が
、
裁
判
上
の
和
解
を
利
用
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
書
面
に
よ
る
和
解
や
裁

　
判
官
が
裁
定
で
き
る
和
解
が
新
設
さ
れ
、
ま
す
ま
す
利
用
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
。

⑥
民
事
調
停
関
係
で
は
、
多
重
債
務
者
の
事
件
が
激
増
し
、
深
刻
な
状
況
と
な
っ
た
の
で
、
支
払
不
能
に
陥
る
お
そ
れ
の
あ
る
債
務

　
者
の
経
済
的
再
生
を
資
す
る
た
め
に
、
よ
り
強
力
な
特
定
調
停
法
が
二
〇
〇
〇
年
に
新
た
に
施
行
さ
れ
た
。

　
（
2
）
　
和
解
の
特
色

①
条
文
が
シ
ン
プ
ル
に
で
き
て
い
る
（
基
本
条
文
は
二
条
の
み
）

　
●
民
事
訴
訟
法
八
九
条

　
　
裁
判
所
は
、
訴
訟
が
い
か
な
る
程
度
に
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
和
解
を
試
み
、
又
は
受
命
裁
判
官
若
し
く
は
受
託
裁
判
官
に
和
解
を

　
　
試
み
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
●
民
事
訴
訟
法
二
六
七
条

　
　
和
解
又
は
請
求
の
放
棄
若
し
く
は
認
諾
を
調
書
に
記
載
し
た
と
き
は
、
そ
の
記
載
は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

②
訴
え
提
起
後
か
ら
判
決
確
定
前
ま
で
、
い
つ
で
も
何
回
で
も
可
能
。
期
間
制
限
な
し
。
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弁
論
や
証
拠
調
べ
の
途
中
で
も
で
き
る
し
、
裁
判
所
外
で
も
で
き
る
。
書
面
和
解
、
裁
定
和
解
も
あ
る
。

　
　
一
審
だ
け
で
な
く
、
控
訴
審
、
上
告
審
で
も
で
き
る
し
、
再
審
手
続
で
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
第
三
者
を
利
害
関
係
人
と
し
て
引
き
入
れ
た
り
、
裁
判
に
な
っ
て
い
な
い
紛
争
を
入
れ
て
一
括
解
決
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

③
成
立
し
た
合
意
が
記
載
さ
れ
た
和
解
調
書
は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
持
つ
の
で
、
強
制
執
行
で
き
る
債
務
名
義
と
な
る
。

④
一
九
八
〇
年
以
前
ま
で
は
、
日
本
の
裁
判
所
で
は
「
和
解
判
事
と
な
る
な
か
れ
」
と
い
う
教
訓
が
語
ら
れ
、
裁
判
官
は
判
決
を
中

　
心
に
審
理
し
、
実
際
の
法
廷
や
和
解
に
お
い
て
は
ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
ー
ス
で
事
件
を
処
理
す
る
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た
。

　
　
一
九
八
〇
年
以
後
は
和
解
に
熱
心
な
裁
判
官
が
増
加
し
、
現
在
で
は
積
極
的
に
和
解
を
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
な
状
況
と
な
っ
て

　
い
る
し
、
判
決
の
結
論
を
示
唆
す
る
心
証
開
示
に
よ
る
説
得
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
日
本
の
地
方
裁
判
所
の
二
〇
〇
八
年
の
第
一
審
民
事
訴
訟
事
件
の
既
済
事
件
総
数
は
一
九
万
二
二
四
七
件
で
、
既
済
事
由
の
内
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
は
、
判
決
が
三
二
・
三
％
、
和
解
が
二
八
・
六
％
、
取
下
げ
が
三
六
・
六
％
で
あ
っ
た
。
判
決
の
う
ち
、
三
四
・
八
％
が
欠
席
判
決

　
で
終
了
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
他
の
事
由
の
中
に
当
事
者
間
で
実
質
的
に
和
解
が
成
立
し
て
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
が
相
当
数
あ
る

　
の
で
、
当
事
者
双
方
が
出
席
の
上
で
裁
判
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
和
解
が
断
然
多
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
日
本

　
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
訴
訟
事
件
と
ほ
ぼ
同
数
の
事
件
が
調
停
で
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
更
に
支
払
督
促
や
即
決
和
解
も
あ
る

　
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
最
終
的
に
対
席
判
決
に
ま
で
行
く
こ
と
は
少
な
い
と
い
え
る
。

⑤
日
本
の
裁
判
所
で
は
、
和
解
を
す
る
裁
判
官
と
判
決
を
す
る
裁
判
官
は
同
一
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
和
解
の
や
り
方
も
当

　
事
者
が
対
面
す
る
同
席
方
式
で
は
な
く
、
交
互
に
面
接
す
る
別
席
方
式
（
交
互
面
接
方
式
）
が
主
流
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
調
停
の
特
色

①
日
本
の
裁
判
所
付
設
の
調
停
は
民
事
調
停
と
家
事
調
停
に
分
か
れ
て
い
る
。
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日
本
で
は
調
停
制
度
は
国
家
が
国
民
の
た
め
に
紛
争
解
決
を
促
す
た
め
の
後
見
的
制
度
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
上
の
和
解
と

　
異
な
り
、
調
停
の
申
立
を
容
易
に
し
た
り
、
成
立
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
各
種
の
規
定
が
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ

　
る
。
調
停
に
お
い
て
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
し
、
こ
れ
を
調
書
に
記
載
し
た
と
き
は
、
調
停
が
成
立
し
た
も
の
と
し
、
そ
の
記
載

　
は
、
確
定
判
決
や
確
定
し
た
審
判
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
日
本
の
調
停
は
、
裁
判
所
に
付
設
さ
れ
て
い
な
い
他
の
機
関
に
よ
る
調
停
も
あ
る
が
、
裁
判
所
付
設
の
調
停
が
圧
倒
的
シ
ェ
ア
を

　
占
め
て
い
る
。
民
事
調
停
は
民
事
訴
訟
手
続
と
は
別
個
の
手
続
で
、
判
決
を
望
ま
ず
、
話
し
合
い
解
決
を
希
望
す
る
人
が
利
用
す
る

　
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
民
事
訴
訟
を
提
起
し
な
く
て
も
調
停
を
利
用
で
き
る
の
で
、
民
事
訴
訟
を
減
ら
す
効
果
を
果
た
し
て
い
る
。

　
二
〇
〇
八
年
の
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
調
停
事
件
の
既
済
事
件
総
数
は
一
五
万
八
七
六
一
件
（
う
ち
特
定
調
停
事
件
＝
万
二

　
八
四
二
件
）
で
あ
り
、
既
済
事
由
の
内
訳
は
、
調
停
成
立
が
一
一
・
三
％
、
調
停
に
代
わ
る
決
定
が
六
三
・
一
％
、
取
下
げ
が
一
五
・

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
家
事
調
停
は
、
人
事
訴
訟
事
件
や
家
事
審
判
事
件
を
提
起
す
る
た
め
に
必
要
的
に
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
続
で
、
訴
訟
事

　
件
や
審
判
事
件
の
減
少
に
役
立
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
の
家
庭
裁
判
所
の
家
事
調
停
事
件
の
既
済
事
件
総
数
は
＝
二
万
〇
五
四
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
件
で
あ
り
、
成
立
が
五
一
・
三
％
、
不
成
立
が
一
七
・
四
％
、
取
下
げ
が
二
七
・
○
％
で
あ
っ
た
。

②
調
停
の
運
営
主
体
は
、
民
事
調
停
も
家
事
調
停
も
調
停
委
員
会
（
裁
判
官
＋
複
数
の
調
停
委
員
）
が
原
則
で
あ
る
が
、
例
外
的
に

　
裁
判
官
に
よ
る
単
独
調
停
も
認
あ
ら
れ
て
い
る
。

③
民
事
訴
訟
を
担
当
し
て
い
る
裁
判
所
は
、
事
件
を
民
事
調
停
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
管
轄
の
裁
判
所
で
や
っ
て
も
ら
う
こ
と

　
（
他
庁
調
停
）
も
で
き
る
し
、
自
分
で
や
る
こ
と
（
自
庁
調
停
）
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
民
事
訴
訟
を
担
当
す
る
裁
判
所
が
調
停
に
付
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
専
門
家
調
停
委
員
を
活
用
す
る
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こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
原
則
と
し
て
、
調
停
の
経
過
、
内
容
は
民
事
訴
訟
の
裁
判
所
の
資
料
と
は
な
ら
な
い
が
、
専
門
家
調
停

　
委
員
の
意
見
書
な
ど
は
、
証
拠
と
し
て
出
す
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。

　
　
調
停
が
成
立
し
た
場
合
は
、
民
事
訴
訟
事
件
は
法
律
上
当
然
に
取
り
下
げ
ら
れ
た
こ
と
と
し
て
処
理
さ
れ
、
別
に
取
下
手
続
を
必

　
要
と
し
な
い
。

④
民
事
調
停
で
合
意
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
調
停
に
代
わ
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
人
事
事
件
の
う
ち
、
離
婚
、
離
縁
事
件
で
は
、
家
事
調
停
の
合
意
が
で
き
な
い
場
合
で
も
、
家
庭
裁
判
所
は
、
当
事
者
双
方
の
た

　
め
衡
平
に
考
慮
し
、
一
切
の
事
情
を
見
て
、
当
事
者
の
申
立
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
度
で
離
婚
、
離
縁
そ
の
他
の
審
判
を
す
る
こ
と

　
が
可
能
で
あ
る
。

⑤
調
停
委
員
は
非
常
勤
の
公
務
員
で
あ
り
、
国
庫
か
ら
報
酬
の
支
払
い
を
受
け
る
。
当
事
者
が
調
停
委
員
の
報
酬
を
負
担
す
る
と
い

　
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

⑥
民
事
調
停
の
申
立
費
用
は
、
民
事
訴
訟
の
申
立
費
用
の
半
額
と
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
民
事
調
停
が
成
立
せ
ず
、
民
事
訴
訟
の
提
起

　
に
な
っ
た
場
合
は
、
残
り
の
半
額
の
費
用
を
追
加
す
れ
ば
よ
い
し
、
時
効
中
断
の
効
果
も
失
わ
な
い
な
ど
、
申
立
人
が
利
用
し
や
す

　
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

　
　
家
事
調
停
の
申
立
費
用
も
一
律
一
二
〇
〇
円
と
安
く
設
定
さ
れ
、
申
立
人
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

⑦
民
事
調
停
は
、
主
に
簡
易
裁
判
所
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
地
方
裁
判
所
で
も
可
能
で
あ
る
。
付
調
停
は
受
訴
裁
判
所
で
あ
れ
ば
、

　
高
等
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
で
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
家
事
調
停
は
家
庭
裁
判
所
の
み
が
可
能
と
解
さ
れ
て
い
る
。
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3
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
和
解
（
刃
Φ
「
ユ
o
∋
①
一
①
コ
、
プ
ル
ダ
マ
イ
ア
ン
）
、
調
停
（
ζ
Φ
9
m
ω
「
、
メ
デ
ィ
ア
シ
）
に
つ
い
て

　
①
勺
霞
号
ヨ
巴
9
・
昌
（
日
本
の
和
解
に
相
当
す
る
も
の
で
、
違
い
は
あ
る
が
、
似
て
い
る
面
が
多
い
の
で
、
以
下
は
和
解
と
い
う
言

　
　
葉
を
使
用
す
る
。
）

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
未
だ
に
民
事
訴
訟
法
が
制
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
統
治
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
る
改
正
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
手
続
法
（
略
称
H
I
R
、
一
八
四
八
年
、
一
九
四
一
年
）
、
ジ
ャ
ワ
、
マ
ド
ゥ
ラ
地
域
以
外
の
た
め
の
域
外
手
続
法
（
略
称
R
B

G
、
一
九
二
七
年
）
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
訳
が
民
事
訴
訟
法
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
H
I
R
＝
二
〇
条
と
R
B
G
一
五
四
条
に
は
、

次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（
筆
者
に
よ
る
仮
訳
）
。

　
　
ア
　
原
告
と
被
告
が
定
め
ら
れ
た
期
日
に
出
席
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
裁
判
長
を
介
し
て
両
当
事
者
の
間
で
和
解
が
成
立
す
る
よ

　
　
　
う
に
試
み
る
。

　
　
イ
　
両
当
事
者
の
間
で
和
解
が
成
立
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
日
に
和
解
合
意
書
を
作
成
し
、
両
当
事
者
は
こ
れ
に
従
う
義
務
を
負

　
　
　
う
。
和
解
合
意
書
は
和
解
判
決
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
執
行
力
を
取
得
す
る
。

　
　
ウ
　
和
解
判
決
に
対
し
て
は
上
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
②
ζ
①
象
曽
巴
（
日
本
の
付
調
停
に
相
当
す
る
が
、
英
米
型
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
類
似
し
て
お
り
、
理
解
の
便
宜
の
た
め
に
、

　
　
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
訳
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
）

　
　
ア
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
二
〇
〇
三
年
に
旧
最
高
裁
規
則
が
制
定
、
施
行
さ
れ
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
導
入
し
た
。
こ
れ
は
、

　
　
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
支
援
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ラ
ド
州
で
行
わ
れ
て
い
る
方
式
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
方
式
を
参

　
　
　
考
に
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
五
庁
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
コ
i
ト
で
試
み
た
が
、
殆
ど
効
果
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
。

　
　
イ
　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
標
の
一
つ
で
あ
っ
た
新
最
高
裁
規
則
が
、
二
〇
〇
八
年
七
月
に
成
立
し
、
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
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た
。

4
　
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
制
度
及
び
運
用
の
具
体
的
相
違

　
（
1
）
　
和
解
の
執
行
力
に
つ
い
て

　
日
本
で
は
、
当
事
者
間
に
成
立
し
た
合
意
が
書
記
官
作
成
の
和
解
調
書
に
記
載
さ
れ
れ
ば
、
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
が
あ
り
、
執

行
力
が
あ
る
。
調
停
も
同
様
に
調
停
調
書
に
記
載
さ
れ
れ
ば
執
行
力
が
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
和
解
が
成
立
し
て
も
合
意
書
だ

け
で
は
執
行
力
は
な
く
、
そ
の
後
に
和
解
判
決
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
力
が
発
生
す
る
。
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
も
和
解
判
決
が

必
要
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
和
解
と
調
停
の
違
い
に
つ
い
て

　
日
本
で
は
、
調
停
は
訴
訟
手
続
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
裁
判
を
避
け
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
裁
判
と
な
る
前
に

利
用
す
る
こ
と
が
普
通
で
、
手
続
費
用
も
安
く
、
調
停
委
員
の
報
酬
は
国
庫
の
負
担
で
、
国
民
に
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
和
解
の
一
種
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
和

解
の
合
意
が
で
き
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
和
解
判
決
を
す
る
こ
と
に
よ
り
執
行
力
が
生
じ
る
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
裁
判
所
で
は
民
事
訴
訟
以
外
に
紛
争
を
解
決
す
る
手
続
が
な
く
、
訴
訟
を
提
起
し
な
い
で
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
訴
訟
を
提
起
し
た
後
に
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
付
調
停
に
似
て
い
る
。

　
訴
訟
費
用
を
支
払
っ
た
後
に
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
費
用
（
民
間
の
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
を
利
用
し
た
場
合
の
費
用
は
当
事
者
の
負
担

と
な
っ
て
い
る
。
）
も
加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
に
比
べ
費
用
が
か
さ
む
こ
と
に
な
る
。

　
（
3
）
　
和
解
勧
試
の
時
期
、
回
数
に
つ
い
て
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日
本
で
は
、
和
解
は
い
つ
い
か
な
る
と
き
で
も
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
裁
判
官
の
間
で

は
一
般
に
和
解
は
第
一
審
の
第
一
回
期
日
に
限
り
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
第
一
審
の
第
一
回
期
日

以
後
は
和
解
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
控
訴
審
、
上
告
審
で
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
ま
れ
で
は
あ
る
が
当
事
者
の

希
望
に
よ
り
、
第
一
審
の
第
↓
回
期
日
以
後
や
、
控
訴
審
に
お
い
て
も
当
事
者
の
合
意
に
対
し
、
和
解
判
決
が
さ
れ
た
例
は
あ
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
H
I
R
や
R
B
G
の
条
文
の
上
で
は
、
第
一
回
期
日
以
外
に
和
解
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
規
定
は
な
い
か
ら
、
和
解

を
い
つ
実
施
し
て
も
違
法
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
裁
判
官
の
意
識
で
は
、
第
一
回
期
日
以
後
の
和
　
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草

解
は
す
べ
き
で
な
い
と
の
意
識
が
強
固
に
支
配
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
回
の
新
最
高
裁
規
則
で
は
、
笙
回
習
で
は
メ
デ
・
干
シ
・
ン
を
原
則
的
に
実
施
し
、
そ
れ
以
後
は
、
受
訴
裁
判
所
は
和
解
競

を
何
度
で
も
実
施
で
き
る
こ
と
が
明
文
で
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
実
情
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
が
十
分
に
理
解
し
、
そ
れ
を
取
　
吻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

り
入
れ
た
も
の
で
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

　
（
4
）
　
実
施
期
間
の
制
限
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

・
本
で
は
・
裁
判
迅
速
化
法
に
よ
咳
民
妻
件
を
で
き
る
だ
け
二
年
以
内
に
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
・
規
定
は
あ
・
蔑
雛

和
解
や
調
停
の
実
施
期
間
に
制
限
を
定
め
る
規
定
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
裁
判
は
六
ヶ
月
以
内
に
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
規
定
が
あ
り
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
も

細
か
い
期
間
制
限
が
あ
る
・
そ
の
た
め
に
旧
最
高
裁
規
則
に
お
い
て
は
三
二
日
間
（
例
外
的
些
一
6
日
間
）
と
期
間
制
限
が
き
び
し
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

く
、
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
の
意
見
が
裁
判
官
側
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
。
新
最
高
裁
規
則
で
は
、
こ
の
期
間
が
四
〇
日
間
（
一
四
日
間
　
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

延
長
可
能
）
と
緩
め
ら
れ
た
が
、
制
限
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
真
面
目
に
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る

裁
判
官
は
、
こ
の
制
限
を
余
り
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬



　
（
5
）
　
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
の
資
格

①
日
本
の
調
停
委
員
は
適
任
者
で
あ
る
こ
と
以
外
に
、
特
段
の
資
格
要
件
は
な
く
、
身
分
は
非
常
勤
の
公
務
員
と
な
っ
て
い
る
。
ま

　
た
、
裁
判
官
は
当
然
に
調
停
を
担
当
で
き
る
。

　
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
の
資
格
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
民
間
人
だ
け
で
な
く
裁
判
官
で
あ
っ
て
も
原
則
と
し
て
最

　
高
裁
の
認
証
を
受
け
た
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
養
成
機
関
の
研
修
を
終
了
し
た
も
の
で
な
い
と
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
で
き
な
い
こ

　
と
に
な
っ
て
い
る
。
新
最
高
裁
規
則
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
の
場
合
は
、
当
該
裁
判
所
に
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
資
格
を
持
っ
て
い
る
裁

　
判
官
が
一
人
も
い
な
い
場
合
は
、
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
裁
判
官
も
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
と
の
例
外
規
定
は
あ
る
も
の
の
、

　
資
格
が
必
要
で
あ
る
と
の
原
則
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。

　
②
当
事
者
は
以
下
の
選
択
肢
の
中
か
ら
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ア
　
事
件
を
担
当
す
る
裁
判
官

　
　
イ
　
事
件
を
担
当
し
な
い
同
一
裁
判
所
の
裁
判
官

　
　
ウ
　
弁
護
士
又
は
法
律
学
者

　
　
工
　
事
件
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
識
・
経
験
を
有
す
る
者

　
　
　
＊
旧
最
高
裁
規
則
で
は
訴
訟
を
担
当
す
る
裁
判
官
は
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
に
な
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
新
最
高
裁
規

　
　
　
　
則
で
は
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
、
第
一
回
期
日
後
の
和
解
の
場
合
は
、
訴
訟
を
担
当
す
る
裁
判
官
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
の
ど
の

　
　
　
　
段
階
で
も
和
解
を
勧
試
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
英
米
型
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
日
本
型
へ
の
転
換
で
あ
り
、

　
　
　
　
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

　
　
　
＊
前
述
し
た
よ
う
に
、
裁
判
官
を
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
に
し
た
場
合
は
、
費
用
は
か
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
外
は
日
当
等
の
費
用
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が
当
事
者
負
担
と
な
る
の
で
、
裁
判
官
以
外
の
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
が
利
用
さ
れ
る
可
能
性
は
乏
し
い
。

　
（
6
）
　
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
原
則
的
前
置

　
日
本
で
は
、
調
停
前
置
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
人
事
事
件
（
家
事
審
判
法
一
八
条
）
、
借
地
、
借
家
の
賃
料
の
増
減
事
件
（
民
事

調
停
法
二
四
条
の
二
）
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
例
外
を
除
い
て
全
民
事
事
件
に
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

前
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
経
な
い
で
な
さ
れ
た
判
決
は
H
I
R
一
三
〇
条
若
し
く
は
R
B
G
一
五
四
条
違

反
と
な
り
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。

　
例
外
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
商
事
裁
判
所
、
労
働
紛
争
裁
判
所
で
処
理
さ
れ
る
訴
訟
事
件
、
営
業
競
争
監
視
委
員
会
の
決
定
に
対

す
る
異
議
事
件
で
あ
る
。

　
（
7
）
　
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
裁
判
の
関
係

　
日
本
で
は
、
裁
判
事
件
が
付
調
停
と
な
っ
た
場
合
、
不
調
と
な
っ
て
も
、
で
き
る
だ
け
調
停
で
の
資
料
を
裁
判
に
お
い
て
も
有
効
に

活
用
す
べ
き
だ
と
さ
れ
、
書
記
官
が
調
停
手
続
に
つ
い
て
の
調
書
を
作
成
し
て
い
る
。
受
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
当
然
に
調
停
記
録

を
読
ん
で
、
裁
判
事
件
の
進
行
に
役
立
て
て
い
る
し
、
特
に
、
専
門
家
調
停
委
員
の
意
見
書
は
重
宝
さ
れ
て
い
る
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
非
公
開
と
さ
れ
、
書
記
官
の
立
会
い
も
許
さ
れ
ず
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し

な
か
っ
た
場
合
、
記
録
は
破
棄
さ
れ
、
何
も
無
か
っ
た
状
態
で
裁
判
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
書
記
官
の
協
力
が
あ
る
こ
と
が
、
日
本
の
和
解
、
調
停
の
成
功
原
因
の
一
つ
で
あ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て

も
書
記
官
研
修
を
実
施
し
、
能
力
を
向
上
さ
せ
、
こ
れ
を
活
用
し
な
い
と
新
最
高
裁
規
則
は
成
功
し
な
い
と
日
本
側
が
力
説
し
た
こ
と

が
、
新
最
高
裁
規
則
の
施
行
に
当
た
り
、
裁
判
官
と
書
記
官
の
合
同
研
修
が
初
め
て
実
施
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。
な
お
、
メ
デ
ィ
エ

ー
シ
ョ
ン
に
書
記
官
立
ち
会
い
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
後
の
和
解
で
は
、
非
公
開
で
は
な
い
の
で
、
書
記
官
の
立
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会
い
は
許
さ
れ
る
と
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
か
ら
の
説
明
を
受
け
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燭

　
（
8
）
　
和
解
の
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
高
裁
で
は
、
未
済
事
件
の
増
加
に
苦
し
み
、
か
ね
て
か
ら
和
解
を
使
っ
て
事
件
を
処
理
し
、
判
決
を
減
ら
し
た
い
　
1
3

・
の
希
望
を
持
・
て
い
た
．
そ
の
た
め
に
、
二
・
・
二
年
に
、
和
蟹
奨
励
・
、
成
委
上
げ
た
人
に
は
昇
進
も
含
め
て
優
遇
す
・
旨
蹴

の
通
達
を
出
し
た
が
、
効
果
は
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋

　
一
般
の
裁
判
官
の
反
応
は
、
和
解
の
や
り
方
も
分
か
ら
な
い
し
、
や
る
気
が
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
東

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
高
裁
は
、
ど
う
し
た
ら
和
解
の
技
術
を
一
般
の
裁
判
官
に
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
関
心
を
持
ち
、
本
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
以
前
の
本
邦
研
修
に
お
い
て
も
、
日
本
の
裁
判
官
は
ど
の
よ
う
に
し
て
和
解
技
術
を
習
得
し
て
い
る
か
の
質
問
が
あ
り
、
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

C
D
の
講
義
を
通
じ
て
、
筆
者
の
「
和
解
技
術
論
」
の
存
在
を
知
り
、
そ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
訳
を
希
望
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

そ
こ
で
、
筆
者
は
、
外
国
人
に
は
理
解
し
づ
ら
い
箇
所
を
削
除
し
た
簡
略
版
を
作
り
、
二
〇
〇
八
年
八
月
に
「
W
A
K
A
I
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
版
を
出
版
し
た
。

　
（
9
）
　
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
に
対
す
る
倫
理
規
定
と
裁
判
官
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

　
日
本
で
は
、
公
務
員
の
一
般
的
な
倫
理
規
定
以
外
に
調
停
委
員
に
対
す
る
倫
理
規
定
は
な
い
し
、
裁
判
官
が
和
解
、
調
停
を
多
数
成

立
さ
せ
、
成
果
を
あ
げ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
な
す
べ
き
こ
と
を
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
褒
美
が
出
た
り
す
る
よ
う
な

こ
と
は
な
い
。

　
今
回
の
新
最
高
裁
規
則
で
は
、
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
に
対
し
倫
理
規
定
を
置
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
成
果
が
あ
っ
た
裁
判
官
に
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
高
裁
は
褒
美
と
し
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
と
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
ど
の
よ
う
な
、
倫
理
規
定
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
る
か
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
高
裁
が
別
に
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
詳
細



は
不
明
だ
が
、
日
本
と
は
異
な
る
な
と
実
感
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
（
1
0
）
　
裁
判
官
の
専
門
性
と
事
務
分
配

　
日
本
で
は
、
小
さ
な
裁
判
所
以
外
は
、
裁
判
官
が
担
当
す
る
事
件
は
民
事
と
刑
事
で
専
門
化
し
て
い
る
。
大
き
な
庁
で
は
、
民
事
、

刑
事
の
中
で
も
更
に
専
門
化
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
事
件
処
理
の
効
率
化
と
裁
判
官
の
専
門
事
件
の
習
熟
に
効
果
を
上
げ
て
い
る
。

そ
し
て
、
事
件
の
配
点
は
予
め
定
め
ら
れ
た
事
務
分
配
規
定
に
従
っ
て
機
械
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
長
が
関
与
す
る
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
が
公
正
を
担
保
す
る
と
日
本
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
裁
判
官
は
民
事
と
刑
事
の
双
方
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
専
門
化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、

裁
判
官
の
意
識
を
刑
事
事
件
処
理
の
方
に
向
け
さ
せ
て
お
り
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
意
識
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
原
因
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
事
件
の
具
体
的
配
点
は
、
事
件
の
難
易
や
裁
判
官
の
事
件
処
理
状
況
等
を
勘
案
し
、
裁
判
所
長
が
決
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
配
点
で
き
る
た
め
に
裁
判
官
の
仕
事
量
の
実
質
的
公
平
が

確
保
で
き
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
事
件
に
よ
り
金
に
な
る
事
件
と
な
ら
な
い
事
件
を
分
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
、
所
長

自
ら
が
事
件
処
理
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
汚
職
の
実
体
を
考
慮
す
る
と
、
公
正
を
担
保
す
る
た
め
に

は
日
本
の
制
度
の
方
が
優
れ
て
い
る
。
将
来
的
に
は
機
械
的
配
点
へ
改
善
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

5
　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果

　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
よ
り
具
体
的
成
果
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
和
解
が
裁
判
中
は
い
つ
で
も
、
一
審
だ
け
で
な
く
上
級
審
で
も
、
再
審
で
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と

　
こ
れ
は
、
受
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
自
身
が
和
解
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
日
本
に
近
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
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後
の
和
解
は
受
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
が
や
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
事
件
を
担
当
す
る
裁
判
官
が
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
に
な
れ
る
こ
と

　
旧
最
高
裁
規
則
で
は
、
受
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
は
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
に
な
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
不
調
に

終
わ
っ
た
場
合
に
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
得
た
心
証
等
を
受
訴
裁
判
所
に
引
き
継
が
せ
な
い
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
理
由
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
裁
判
官
の
意
識
、
努
力
で
、
不
当
な
事
例
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

り
、
こ
の
危
険
を
過
大
に
意
識
す
る
よ
り
も
、
事
件
の
処
理
は
本
来
受
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
自
身
が
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
自

覚
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
日
本
側
が
主
張
し
た
こ
と
に
よ
り
、
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間
制
限
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と

　
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間
が
二
二
日
（
例
外
的
に
三
〇
日
）
か
ら
四
〇
日
（
五
四
日
ま
で
延
長
可
能
）
に
伸
び
た
だ
け
で
あ
る
が
、

六
ヶ
月
以
内
に
裁
判
を
終
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
実
情
を
考
慮
す
る
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
4
）
　
即
決
和
解
の
発
想
が
導
入
さ
れ
た
こ
と

　
民
間
の
A
D
R
の
合
意
証
書
が
簡
易
に
債
務
名
義
を
取
る
方
法
が
で
き
た
と
し
て
、
そ
の
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

民
間
の
A
D
R
で
合
意
証
書
が
出
来
た
後
に
、
裁
判
所
に
訴
訟
を
申
し
立
て
て
も
ら
う
が
、
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
に
メ
デ
ィ
エ
ー
シ

ョ
ン
手
続
を
す
る
こ
と
な
く
、
合
意
書
に
和
解
判
決
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
（
5
）
　
裁
判
官
、
書
記
官
研
修
が
実
施
さ
れ
た
こ
と

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
書
記
官
の
地
位
が
低
く
、
裁
判
官
か
ら
信
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
側
が
書

記
官
の
能
力
を
向
上
さ
せ
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
研
修
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
当
初

は
必
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。
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（
6
）
　
模
擬
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
D
V
D
が
完
成
し
た
こ
と

　
こ
れ
に
よ
り
、
研
修
に
参
加
で
き
な
い
多
数
の
裁
判
官
や
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
の
た
め
に
、
メ
デ
ィ
エ
！
シ
ョ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
を
掴
む

と
共
に
、
技
術
向
上
の
糸
口
と
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
（
7
）
　
本
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
期
間
内
で
達
成
で
き
な
か
っ
た
も
の

　
上
級
審
で
の
和
解
の
あ
り
方
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
和
解
の
調
書
の
作
成
方
法
、
裁
判
官
・
書
記
官
研
修
の
や
り
方
や
技
術
指
導

の
全
国
普
及
、
広
報
活
動
な
ど
は
将
来
の
課
題
と
し
て
残
っ
た
。
こ
の
点
は
二
〇
〇
九
年
＝
月
に
日
本
で
実
施
し
た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
研
修
で
、
和
解
や
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
や
調
書
の
作
成
な
ど
の
技
術
指
導
は
行
わ
れ
た
が
、
全
国
普
及
や
広
報
活

動
に
は
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
状
態
で
、
J
I
C
A
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
対
す
る
法
整
備
支
援
そ
の
も
の
が
終
了
し
た
。

六
　
J
I
C
A
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
整
備
支
援
の
評
価

1
　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評
価

　
計
画
し
た
二
年
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
内
に
、
日
本
式
の
長
所
を
取
り
入
れ
た
新
最
高
裁
規
則
を
完
成
、
施
行
さ
せ
、
裁
判
官
・
書

記
官
研
修
を
実
施
し
、
模
擬
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
D
V
D
を
完
成
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
漕
ぎ
着
け
た
こ
と
は
、
こ
の
種
の
法
整
備

支
援
と
し
て
は
良
く
や
っ
た
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
成
功
し
た
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
功
し
た
最
大

の
要
因
は
、
現
地
に
滞
在
し
た
長
期
専
門
家
の
熱
意
と
努
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
や
り
残
し
た
も
の
も
あ
る
し
、
本
当
に
日
本
の
良
さ
を
取
り
入
れ
た
和
解
や
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
定

着
す
る
に
は
関
係
者
の
更
な
る
努
力
と
年
月
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
業
は
目
に
見
え
る
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
難
し
く
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地
道
な
も
の
と
な
る
が
、
日
本
型
法
整
備
支
援
の
意
味
が
問
わ
れ
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
今
後
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
更

な
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
必
要
と
な
る
が
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
に
終
了
し
、
一

一
月
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
が
一
回
な
さ
れ
た
が
、
J
I
C
A
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
支
援
は
完
全
に
終
了
と
な
っ
た
。

2
　
法
整
備
支
援
を
し
た
個
人
的
感
想

　
（
1
）
　
法
整
備
支
援
自
体
の
難
し
さ

　
法
整
備
支
援
と
い
う
こ
と
は
、
被
支
援
国
の
法
を
実
質
的
に
効
果
が
出
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
状
態
に
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
が
、

実
質
的
に
効
果
が
出
る
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
。

　
法
律
や
規
則
と
い
う
形
の
あ
る
も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
目
先
の
目
標
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
支
援

国
の
仕
事
が
終
わ
っ
た
と
一
般
に
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
後
の
運
用
状
況
を
長
い
目
で
見
な
が
ら
、
育
て
て
行
く
必
要
が
あ
る
が
、

J
I
C
A
の
予
算
執
行
と
い
う
形
で
の
支
援
で
は
こ
の
こ
と
が
一
番
難
し
い
。

　
（
2
）
　
被
支
援
国
の
対
応
の
も
ど
か
し
さ

　
司
法
権
は
主
権
の
行
使
で
あ
る
か
ら
、
独
立
国
で
あ
れ
ば
、
他
国
の
援
助
に
頼
ら
ず
、
自
前
の
予
算
で
や
る
こ
と
が
筋
で
あ
る
。
日

本
の
近
代
化
に
あ
た
っ
て
は
、
お
雇
い
外
国
人
か
ら
多
大
な
協
力
を
得
て
い
る
が
、
そ
の
費
用
は
日
本
自
身
で
負
担
し
て
い
る
。
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
側
も
自
ら
出
費
し
て
少
し
で
も
司
法
の
質
を
高
め
よ
う
と
し
な
い
と
、
援
助
漬
け
で
は
独
り
立
ち
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

と
は
い
え
、
今
、
直
ち
に
援
助
を
打
ち
切
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

　
現
地
か
ら
は
、
日
本
側
の
提
案
に
対
し
て
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
か
ら
手
応
え
の
あ
る
反
応
が
か
え
っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ

く
聞
く
。
国
民
性
の
違
い
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
現
地
担
当
者
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
生
む
原
因
と
な
っ
て
い
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る
。　

（
3
）
　
個
人
の
活
動
の
限
界

　
専
門
家
の
仕
事
と
し
て
は
、
依
頼
さ
れ
た
仕
事
を
こ
な
せ
ば
役
目
を
果
た
し
て
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
法
整
備
支
援
の
効
果
が
出
る

こ
と
が
目
標
で
あ
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
の
視
点
も
必
要
に
な
る
。
全
体
が
見
え
て
く
る
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
期
間
や
予
算
、
J
I

C
A
の
シ
ス
テ
ム
な
ど
に
不
備
が
あ
る
点
が
見
え
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
点
は
専
門
家
の
判
断
で
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
専
門
家
が
自
由
に
使
え
る
人
材
と
資
金
が
あ
れ
ば
、
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

七
　
J
I
C
A
支
援
終
了
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
対
す
る
法
整
備
支
援

　
J
I
C
A
支
援
終
了
後
、
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
現
実
に
携
わ
っ
た
専
門
家
、
I
C
D
の
担
当
者
や
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
最
高
裁
の
関
係
者
の
不
安
で
あ
っ
た
し
、
J
I
C
A
の
資
金
と
い
う
裏
付
け
が
な
い
と
い
う
状
況
で
、
ど
う
す
る
の
が
最

善
か
と
い
う
の
が
関
心
事
で
あ
っ
た
。

　
と
に
か
く
、
ど
う
す
る
の
が
最
善
か
を
話
し
合
お
う
と
い
う
こ
と
で
、
二
〇
一
〇
年
三
月
に
I
C
D
の
予
算
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最

高
裁
の
関
係
者
三
人
（
最
高
裁
判
事
二
人
、
地
裁
判
事
一
人
）
を
I
C
D
へ
招
待
し
、
日
本
の
専
門
家
（
筆
者
を
始
め
と
す
る
大
学
関

係
者
ら
）
や
I
C
D
教
官
ら
と
協
議
を
し
た
。
そ
の
結
果
合
意
さ
れ
た
こ
と
は
、
①
日
本
側
か
ら
毎
年
一
回
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
訪
問
す

る
こ
と
（
大
学
関
係
者
が
自
分
の
研
究
費
で
出
張
し
、
I
C
D
教
官
等
の
関
係
者
が
随
行
し
ロ
ジ
を
担
当
す
る
こ
と
）
、
②
日
本
で
毎

年
一
回
一
二
月
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
が
希
望
す
る
事
項
に
つ
い
て
研
修
を
し
、
最
低
一
人
は
I
C
D
予
算
で
招
く
こ
と
（
当
初
の
計
画

で
は
一
人
だ
が
、
一
二
月
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
最
高
裁
の
会
計
の
締
め
切
り
月
で
あ
る
の
で
、
余
裕
が
あ
る
場
合
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
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予
算
で
追
加
す
る
し
、
日
本
側
の
締
め
切
り
は
三
月
で
あ
る
が
、
予
算
に
余
裕
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
招
待
人
数
を
追
加
す
る
）
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
合
意
に
基
づ
き
、
二
〇
一
〇
年
八
月
に
、
大
学
関
係
者
四
人
と
I
C
D
関
係
者
二
人
が
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
と
メ
ダ
ン
を
訪
問
し
、

最
高
裁
判
所
、
普
通
裁
判
所
、
宗
教
裁
判
所
、
行
政
裁
判
所
、
司
法
研
修
所
や
大
学
を
訪
問
し
、
日
本
の
和
解
や
調
停
の
長
所
、
特
色
、

新
最
高
裁
規
則
の
内
容
に
つ
い
て
講
演
、
意
見
交
換
を
実
施
し
た
り
、
一
二
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
日
本
で
の
研
修
に
つ
い
て
の
要
望

や
資
料
を
調
査
し
た
。

　
J
I
C
A
抜
き
の
法
整
備
支
援
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
が
、
資
金
が
な
い
た
め
に
現
地
専
門
家
を
置
け
な
い
の
で
、
ロ
ジ
面
で
苦
労

し
た
と
い
う
こ
と
、
通
訳
費
用
が
高
額
で
支
払
い
に
苦
労
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
プ
ラ
ス
面
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
最
高
裁
が
一
部
で
は
あ
る
が
、
費
用
を
負
担
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
当
然
の
よ
う
に
J
I
C
A
に
全
額
負
担
を
要
請
し

て
い
た
と
き
と
姿
勢
に
変
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
立
へ
の
一
歩
と
し
て
評
価
で
き
る
こ
と
で
あ
る
し
、
負
担
し
て

も
日
本
と
の
関
係
を
維
持
し
た
い
と
い
う
意
欲
は
、
日
本
へ
の
期
待
の
現
れ
で
あ
る
と
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
こ
と
で
安
定
し
た
支
援
が
継
続
で
き
る
か
に
は
危
惧
が
あ
る
。
ま
た
、
I
C
D
が
J
I
C

A
予
算
の
裏
付
け
が
な
く
支
援
を
実
施
し
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
が
、
I
C
D
と
し
て
は
変
則
な
活
動
で
あ
り
、
少
な
い
I
C

D
予
算
の
中
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
関
係
の
支
出
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
支
出
と
の
関
係
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
内
部
で
批
判
を

浴
び
る
危
険
も
あ
る
。
近
い
将
来
、
J
I
C
A
と
相
談
し
、
新
し
い
枠
組
み
で
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
支
援
を
計
画
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

は
間
違
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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八
法
の
移
植
に
つ
い
て

　
新
最
高
裁
規
則
と
旧
最
高
裁
規
則
の
違
い
は
、
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
期
間
遵
守
な
ど
厳
格
な
規
定
を
緩
和
し
て
い
る

が
、
そ
れ
ほ
ど
旧
最
高
裁
規
則
と
の
差
は
大
き
く
な
い
。
も
っ
と
も
大
き
い
の
は
和
解
の
復
権
で
あ
る
。
い
つ
で
も
、
何
回
で
も
受
訴

裁
判
所
の
裁
判
官
が
和
解
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
和
解
は
、
地
裁
だ
け
で
な
く
、
上
訴
審
で
も
再
審
で
も
可
能
と
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
裁
判
官
の
和
解
方
式
の
本
質
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
大
き
い
改
正
で
あ
る
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
二
〇
〇
三
年
に
導
入
し
た
英
米
式
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
、
二
〇
〇
六
年
に
は
日
本
式
に
変
え
る
よ
う
に
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
側
を
政
策
提
言
さ
せ
た
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
式
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
旧
最
高
裁
規
則
が
使
い
に

く
い
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
実
情
に
合
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
三
年
で
変
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま

り
に
性
急
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
、
旧
最
高
裁
規
則
の
理
念
の
範
囲
内
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
実
情
に
合
わ
せ

て
改
良
す
る
と
い
う
方
式
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
①
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
法
律
関
係
者
が
日
本
で
研
修
し
た
際
に
、
実
際
に
日
本
の
調
停
、
和
解
を
裁
判
官
が
生

き
生
き
と
し
て
実
施
し
、
そ
れ
を
当
事
者
が
満
足
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
自
分
の
目
で
見
た
こ
と
、
②
日
本
と
同
じ
キ

ャ
リ
ア
裁
判
官
制
度
を
採
っ
て
い
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
し
て
は
、
裁
判
官
が
士
気
を
向
上
し
て
事
件
処
理
を
す
る
に
は
裁
判
を
す
る
責

任
あ
る
者
が
和
解
を
や
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
日
本
の
裁
判
官
の
姿
勢
に
共
鳴
し
た
こ
と
、
③
も
と
も
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
村
落
共
同

体
に
は
全
員
一
致
（
ム
フ
ァ
カ
ッ
ト
）
で
話
し
合
っ
て
解
決
す
る
ム
シ
ャ
ワ
ラ
と
い
う
伝
統
が
あ
り
、
判
決
よ
り
は
和
解
を
好
ま
し
い

も
の
と
考
え
る
文
化
が
あ
る
の
で
、
国
民
か
ら
も
和
解
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

草野日本のADR（和解・調停）のアジアへの発信143



　
日
本
も
過
去
に
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
を
範
と
し
て
、
一
二
〇
年
前
に
民
事
訴
訟
法
、
民
法
等
を
制
定
し
て
、
法
に
よ
る
判

決
を
原
則
と
し
て
近
代
化
し
、
そ
れ
以
前
の
日
本
独
特
の
合
意
中
心
の
ス
タ
イ
ル
は
、
少
な
く
と
も
地
上
か
ら
は
姿
を
消
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
地
下
水
と
な
っ
て
脈
々
と
な
が
れ
つ
づ
け
、
時
に
は
法
に
よ
る
解
決
が
妥
当
し
な
い
場

合
に
、
清
水
と
な
っ
て
わ
き
出
で
て
、
法
を
乗
り
越
え
た
和
解
解
決
を
提
供
す
る
こ
と
で
国
民
の
喉
を
潤
し
た
し
、
や
が
て
清
水
は
大

き
く
な
り
、
日
本
独
特
の
調
停
制
度
と
い
う
大
き
な
湖
を
作
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
提
供
す
る
和
解
、
調
停
に
は
、
欧
米
の
他
の
ド
ナ
ー
と
違
っ
て
さ
さ
や
か
で
あ
る
が
乾
い
た
喉
を
潤
す
も
の
で
あ
り
、
や
が

て
は
大
き
な
湖
に
な
る
と
い
う
可
能
性
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
が
感
じ
た
た
め
に
、
旧
最
高
裁
規
則
施
行
後
三
年
立
た
な
い
う
ち
に
日
本

式
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
導
入
し
た
い
と
の
結
論
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
大
き
な
湖
と
ま
で
な
る
か
は
、
将
来
の
課
題
で
あ
る
が
、
予
想
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
清
水
が
湧
き
出
て
い
る
。
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
地
方
裁
判
所
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
裁
判
官
も
全
員
地
方
裁
判
所
の
人
で
、
宗
教
裁
判
所
の
裁

判
官
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
婚
姻
、
離
婚
、
相
続
等
の
紛
争
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
同
士
の
場
合
は
宗
教
裁
判
所

が
、
そ
の
他
は
地
方
裁
判
所
が
管
轄
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
司
法
多
元
主
義
で
あ
っ
た
の
で
、
宗
教
裁
判
所
の
反
応
が
気
に

は
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
最
高
裁
規
則
施
行
後
、
宗
教
裁
判
所
に
お
い
て
熱
心
に
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し

て
努
力
し
て
い
る
と
い
う
知
ら
せ
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
届
い
た
の
で
あ
る
。
合
意
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
は
本
来
あ
る
べ
き
望
ま
し

い
解
決
方
法
な
の
で
、
新
最
高
裁
規
則
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
法
制
度
の
悪
し
き
司
法
多
元
主
義
を
克
服
す
る
有
力
な
手
立
て
に
な
っ
て

く
れ
た
ら
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
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〔
付
記
〕

本
稿
は
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
一
般
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
司
法
制
度
」
及
び
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金

の
個
人
研
究
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
A
D
R
の
現
在
と
課
題
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

草野

注
（
1
）
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
司
法
制
度
、
司
法
改
革
、
事
情
に
つ
い
て

　
　
の
全
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
山
下
輝
年
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

　
　
の
司
法
制
度
と
司
法
改
革
の
状
況
」
I
C
D
N
E
W
S
三
号

　
　
一
一
七
頁
（
二
〇
〇
二
年
）
、
山
下
輝
年
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
司

　
　
法
事
情
」
I
C
D
N
E
W
S
一
二
号
一
五
七
頁
（
二
〇
〇
三

　
　
年
）
参
照
。

（
2
）
　
国
際
協
力
事
業
団
ア
ジ
ア
第
一
部
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
土
ハ
和
国

　
　
司
法
改
革
支
援
要
請
背
景
調
査
団
報
告
書
」
三
一
頁
。

（
3
）
　
山
下
輝
年
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
司
法
制
度
と
司
法
改
革
の
状

　
　
況
」
I
C
D
N
E
W
S
三
号
一
四
五
頁
。

（
4
）
　
香
川
孝
三
・
金
子
由
芳
編
「
法
整
備
支
援
論
」
第
八
節
「
イ

　
　
ン
ド
ネ
シ
ア
の
司
法
改
革
支
援
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
＝
二
九
頁

　
　
（
平
石
勉
執
筆
部
分
）
。

（
5
）
　
森
永
太
郎
「
二
〇
〇
三
年
度
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
司
法
制

　
　
度
比
較
研
究
セ
ミ
ナ
i
」
I
C
D
N
E
W
S
一
二
号
一
九
一

　
　
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
。

（
6
）
　
関
根
澄
子
「
二
〇
〇
五
年
度
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
司
法
制

　
　
度
比
較
研
究
セ
ミ
ナ
ー
ー
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
高
裁
判
所
規
則
二

　
　
〇
〇
三
年
二
号
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
シ
制
度
の
考
察
を
中
心
に
ー
」

　
　
I
C
D
N
E
W
S
二
六
号
三
二
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
、
田
中

　
　
嘉
寿
子
「
二
〇
〇
六
年
度
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
司
法
制
度
比

　
　
較
研
究
セ
ミ
ナ
i
i
政
策
提
言
書
案
の
作
成
か
ら
か
ら
新
プ
ロ

　
　
ジ
ェ
ク
ト
の
結
成
ま
で
ー
」
I
C
D
N
E
W
S
三
〇
号
＝

　
　
四
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ァ
フ
ル
デ
ィ
ン
、

　
　
ポ
チ
ュ
ッ
ト
・
エ
リ
ザ
、
ハ
ル
ニ
ア
テ
ィ
「
民
事
紛
争
解
決
の

　
　
た
め
の
効
率
的
な
司
法
制
度
」
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
司
法
制

　
　
度
比
較
研
究
セ
ミ
ナ
ー
　
カ
ン
ト
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
発
表
会
　
I

　
　
C
D
N
E
W
S
一
七
号
三
五
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
。

（
7
）
　
田
中
嘉
寿
子
　
前
掲
I
C
D
N
E
W
S
三
〇
号
一
一
四
頁

　
　
（
二
〇
〇
七
年
）
。

（
8
）
　
田
中
嘉
寿
子
　
前
掲
I
C
D
N
E
W
S
三
〇
号
＝
五
頁
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（
二
〇
〇
七
年
）
。

（
9
）
　
政
策
提
言
書
案
I
C
D
N
E
W
S
三
〇
号
一
二
五
頁
（
二

　
　
〇
〇
七
年
）
。

（
1
0
）
　
関
根
澄
子
「
二
〇
〇
五
年
度
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
司
法
制

　
　
度
比
較
研
究
セ
ミ
ナ
ー
　
～
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
高
裁
判
所
規
則

　
　
二
〇
〇
三
年
二
号
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
シ
制
度
の
考
察
を
中
心
に

　
　
～
」
I
C
D
N
E
W
S
二
六
号
三
二
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
、
特

　
　
に
三
七
頁
か
ら
三
八
頁
に
か
け
て
、
セ
ミ
ナ
i
参
加
者
か
ら
①

　
　
規
定
の
不
備
、
②
制
度
設
計
の
不
備
、
③
メ
デ
ィ
ア
ト
ル
の
問

　
　
題
、
④
弁
護
士
の
問
題
、
⑤
当
事
者
の
問
題
、
⑥
広
報
の
問
題
、

　
　
⑦
設
備
の
問
題
な
ど
多
数
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
セ
ミ
ナ

　
　
ー
参
加
者
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
同
N
E
W
S
四
五
～
一
八

　
　
三
頁
）
、
政
策
提
言
の
た
め
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
同
N
E

　
　
W
S
一
八
四
頁
。

（
1
1
）
　
こ
の
間
の
こ
と
は
、
前
掲
平
石
勉
執
筆
部
分
、
河
田
宗
三
郎

　
　
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
司
法
改
革
支
援
中
間
報
告
」
I
C
D
N
E
W

　
　
S
三
〇
号
＝
二
五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
1
2
）
　
田
中
嘉
寿
子
「
二
〇
〇
六
年
度
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
司
法

　
　
制
度
比
較
研
究
セ
ミ
ナ
ー
一
政
策
提
言
書
案
の
作
成
か
ら
か
ら

　
　
新
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
結
成
ま
で
」
I
C
D
N
E
W
S
三
〇
号

　
　
＝
六
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
。

（
1
3
）
　
田
中
嘉
寿
子
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
和
解
・
調
停
制
度
強
化
支
援

　
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　
第
一
回
現
地
セ
ミ
ナ
ー
報
告
」
I
C
D
N

　
　
E
W
S
三
二
号
二
一
九
頁
（
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Dissemination　of　the　Japanese　ADR　systems（WAKAI－Settle－

ment　and　CHOTEI－Mediation）in　ASIA

KUSANO　Yoshiro

Key　words：leagal　assistance（法整備支援），　Indonesia（インドネシア），
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　　　　Ihad　taken　part　from　2007　ti112009　in　the　technical　legal　assitance

“Project　for　strengthening　Settlement　and　Mediation　in　lndonesia”by

Japanese　Government（Japan　International　Cooperation　Agency）as　a

short　term　expert．　Because　Indonesian　Settlement　alld　mediation

system　did　not　work．　Indonesian　Supreme　Court　offered　to　reform　old

Supreme　Court　Regulation　by　introducing　the　strong　points　of

Japanese　Wakai　and　Chotei　system　and　to　lead　judge’s　skill　improved．

We，　the　experts　who　involve　the　project，　made　the　new　Supreme　Court

Regulation　which　introduced　the　strong　points　of　Japanese　system　and

provided　training　system　of　Judge　and　court　clerk．　But　the　project

term　was　ended　at　this　point．　The　person　related　to　the　Japanese　side

and　Indonesia　side　who　had　actually　taken　charge　to　this　project　hoped

for　the　continuation　of　this　project．　But　this　hope　was　not　admitted．

This　paper　is　the　report　on　the　outline　and　the　problem　of　this　project．
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